
2019 年度第 7 回介護・障害者部会レジメ 

日時 2020 年 8 月 5 日（水）10:30～12:30    会場：日本医療労働会館 2 階＋Zoom 会議室 

出席 白沢（障全協）、池田（新婦人）、栗原（全労連）、米沢、寺田（医労連）、   （年金者組合）、

民谷（福祉保育労）、   （保団連）、林（民医連）、小泉（自治労連）、窪田（東京）、根本（神奈川）、

小松（愛知）、日下部（大阪）、梅津（共産党）、是枝（事務局）    が出席、   が Zoom 出席 

  

※会議資料は、中央社保協ＨＰ「会員専用ページ」に掲載しています。 

＜報告事項＞ 

1. 情勢(資料参照) 

あずみの里裁判結果 

 

2. この間の主な取り組み 

7 月 8 日  えん、市民の会、社保協 3 者の懇談 

7 月 10 日 介護全国学習交流集会第 2 回実行委員会 

7 月 30 日 守ろう！介護保険制度 市民の会 2 年ぶりの再会 

8 月 3 日  えん、市民の会、社保協 3 者の懇談 

 

＜協議事項＞ 

3. 今後の取り組みについて 

① 「介護の提言」案の今後の進め方について(昨日の会議を受けて) 

 

 

② 2020 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」について 

 

※2020 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」実施要綱(Ver3) 

 コロナ禍の下で、相談先を待っている人は増加することが予想される。 

 

③ 2020 年介護全国学習交流集会 

※第 2 回実行委員会(7 月 10 日)報告を参照のこと 

 集会概要【確定】 

開催日時・場所：10 月 25 日（日）13 時～16 時 30 分 

場所：全労連会館 2 階ホール(60 人位に制限)＋Zoom 

メイン講師：井口克郎先生(神戸大学) 

 参加の呼びかけ 

 社保協ルートでも、各加盟団体訪問で口頭含めて紹介をしていっている。 

 

 

④ 2020 年介護署名については、全労連、民医連、社保協の 3 者連名で作成し、昨年協力していた

だいた団体にも再度協力を呼びかけていく。中央社保協としては、9 月 2 日総会でスタートを
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していく。→8/4 に 3 者で打ち合わせ 

 

⑤ 新型コロナ対策並びに第 8 期介護保険事業計画への対応 

 各市町村への運動としては、新型コロナ第 2 波に向けた具体的対応を迫りつつ、それらを

踏まえて第 8 期事業計画へ反映する運動を行っていく。 

 部会として、各市町村への要請文書の基本を作成していく。 

⇒日下部さんより 

 

⑥ 改めて、介護分野での共同の広がりをつくるために 

 中央社保協のスタンスについては、この間の各団体との懇談を踏まえ、より柔軟な対応を

していくことを基本とし、課題毎での協力関係を進めていく。 

 また、介護全国学習交流集会などの呼びかけを協力関係の団体に行っていく。 

 今後について 

 8 月 3 日…市民の会、えん、社保協 3 者の打合せ内容 

    学習会の開催へ 

日時：(予定)10 月 17 日(土)13 時～  

会場：メイン会場・日本医療労働会館＋Zoom 会議室 

講師：藤原辰史氏・・・別紙参照 

講演内容：全世代型社会保障に関連しての講演を予定 

    経過(口頭報告) 

   ※社保誌小島氏原稿(初稿)参照のこと 

 

 守ろう！介護保険制度 市民の会  7 月 30 日開催 

 2 年ぶりに再開し 10 数名が出席、社保協より是枝が情勢報告を行った。 

 上記、学習会について意思統一。 

 

◎次回会議日程…2020 年 8 月 5 日(水)午前 10 時 30 分～12 時 30 分   

会場：医療労働会館＋Zoom 

        (介護政策事務局チーム会議…8 月 4 日(火)) 

        ※午前に部会が開催される日の運営委員会は 13 時 30 分開始 
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2019 年度第 6 回介護・障害者部会報告 

日時 2020 年 7 月 1 日（水）10:30～12:30    会場：日本医療労働会館 2 階＋Zoom 

出席 白沢（障全協）、池田（新婦人）、栗原（全労連）、米沢、寺田（医労連）、   （年金者組合）、

民谷（福祉保育労）、   （保団連）、林（民医連）、小泉（自治労連）、窪田（東京）、根本（神奈川）、

小松（愛知）、日下部（大阪）、梅津（共産党）、是枝（事務局）    が出席、   が Zoom 出席 

  

※会議資料は、中央社保協ＨＰ「会員専用ページ」に掲載しています。 

＜報告事項＞ 

1. 情勢(資料参照) 

 

2. この間の主な取り組み 

① 新型コロナウイルス感染拡大で介護崩壊を起こさせず国民の介護、いのち、くらしを守るため

の緊急要望書の提出 

 日時…5 月 25 日、午前 

 提出団体…7 団体、出席…4 団体(市民の会、全労連、民医連、社保協)6 名 

 報告…別紙参照 

② 認知症の人と家族の会、21 老福連との懇談 （口頭報告） 

 日時…6 月 23 日、夕刻 

 認知症の人と家族の会・鈴木氏、21 老福連・正森氏・中村氏、中央社保協・是枝 

 

＜協議事項＞ 

3. 今後の取り組みについて 

① 「介護の提言」案の今後の進め方について 

 提言の構成について 

 「1.20 年目に入って介護保険制度」～「6.介護保険制度 20 年をふりかえって」の部分

を圧縮し、「7.これからの日本の介護を展望する「提言」」部分を「本文」とし、1～6 につ

いては解説資料とする。その方向で検討する。 

 コロナ禍を受けての補強が必要となる。 

 提言内容について 

現制度改善を基本とししつつ、「全額公費方式」の問題提起も行うにあたってもう少しそ

のイメージも付記したものとする。その方向で検討する。 

 今後の進め方 

   8 月 4 日(火)介護政策事務局チーム会議を開催…問題意識を出し合い検討する 

   8 月 5 日(水)介護・障害者部会 

② 2020 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」について 

(前回 3 月の部会報告内容を踏まえて) 

 電話相談の回数をどう増やしていくか、各県の体制・力量なども加味しつつ今後の課題に

なる。 

※2020 年は 11 月 11 日の電話相談の量の拡大を図る 
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⇒2/20 保団連の院内集会で山口事務局長より 10 分間紹介をさせてもらい、好評！ 

⇒民医連、医福連、保団連の各事業所での宣伝、チラシの取り扱いを要請していく。 

各県社保協でも各県単位での要請をお願いする。 

※昨年も全労連を通じて各単産にも宣伝を要請している。今年も要請しつつ、中央 

社保協事務局からも加盟労組などにお願いをしていく。 

⇒認知症の人と家族の会内での結果報告と 2020 年 11 月 11 日の宣伝をお願いする。 

⇒ワーカーズコープ並びにその関連の事業所でも宣伝をできないか相談する。 

 今後の検討課題 

相談員のインタビューなどの動画での発信も検討課題。 

相談結果を新聞の読者欄などで発信していくことも必要。 

相談結果をもって厚労省交渉も必要。 

 次回ブロック会議(8 月)と中央社保協総会(9/2)での意思統一を進める 

 目標：30 県参加、300 件相談 

③ 2020 年介護全国学習交流集会…第 1 回実行委員会は 4 月 22 日に開催(別紙報告参照) 

 集会概要【確定】 

開催日時・場所：10 月 25 日（日）13 時～16 時 30 分 

場所：全労連会館 2 階ホール(60 人位に制限)＋Zoom 

メイン講師：井口克郎先生(神戸大学) 

 参加の呼びかけ 

       全労連会館には、各団体の代表が参加しつつ、Zoom での参加を呼びかける。 

Zoom 利用のため、全国各地からの参加が可能になる 

⇒各県社保協、各団体での宣伝強化をどのように進めるか…運営委員会、ブロック会議

でも知恵を借り協力要請を行う 

④ 2020 年介護署名については、全労連、民医連、社保協の 3 者連名で作成し、昨年協力していた

だいた団体にも再度協力を呼びかけていく。中央社保協としては、9 月 2 日総会でスタートを

していく。 

⑤ 新型コロナ対策並びに第 8 期介護保険事業計画への対応 

 各市町村への運動としては、新型コロナ第 2 波に向けた具体的対応を迫りつつ、それらを

踏まえて第 8 期事業計画へ反映する運動を行っていく。 

 部会として、各市町村への要請文書の基本を作成していく。 

⑥ 改めて、介護分野での共同の広がりをつくるために 

 中央社保協のスタンスについては、この間の各団体との懇談を踏まえ、より柔軟な対応を

していくことを基本とし、課題毎での協力関係を進めていく。 

 また、介護全国学習交流集会などの呼びかけを協力関係の団体に行っていく。 

 

◎次回会議日程…2020 年 8 月 5 日(水)午前 10 時 30 分～12 時 30 分   

会場：医療労働会館＋Zoom 

        (介護政策事務局チーム会議…8 月 4 日(火)) 

        ※午前に部会が開催される日の運営委員会は 13 時 30 分開始 
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緊 急  特養・あずみの里裁判に無罪判決！ 

上告断念を求める要請署名にご協力ください 
 

 各位 

 
                           ２０２０年７月２８日 

  特養あずみの里「業務上過失致死」事件裁判で無罪を勝ちとる会  

 あ ず み の 里 裁 判 支 援 中 央 団 体 連 絡 会 

 

 日頃より、長野・特養あずみの里「業務上過失致死」事件へのご支援・ご協力あ

りがとうございます。 

 

本日７月２８日、東京高等裁判所第６刑事部(大熊一之裁判長）は、本件につい

て、一審判決を破棄し、山口けさえさんに無罪判決を言い渡しました。全国から多

くの方々にご支援いただき、逆転無罪を勝ち取ることができました。心より感謝申

し上げます。 

 この判決を確定させるために、東京高等検察庁に上告断念を求める要請を行いま

す。検察が無罪判決を不服として、最高裁で争う場合の上告期限は、判決から２週

間です。今回は８月１０日（祝日）になりますが、期限日の最終日が休日の場合は

順延しますので、８月１１日が上告期限となります。 

 検察に上告断念を決断させるため、別紙の「長野・特養あずみの里業務上過失致

死事件の上告を断念するよう強く求めます」の要請署名に団体名を記入（団体印で

も可）いただき、８月６日（木）までにメールもしくはファックスで下記集約先ま

でご送付ください。 

上記のとおり、上告期限は８月１１日となりますが、休日の関係で締切日を８月

６日としました。短期間での取り組みとなりますが、ご協力をよろしくお願い致し

ます。 

 

＜集約先＞ 
あずみの里裁判支援中央団体連絡会 

〒113-8465  東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター７階 

全日本民主医療機関連合会気付  

FAX 送付先   ０３－５８４２－６４６０ 
e-mail送付先 min-syaho@min-iren.gr.jp 

            
集約期限８月６日 
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東京高等裁判所の無罪判決を真摯に受け止め、 

長野・特養あずみの里「業務上過失致死」事件の 

上告を断念するよう強く求める要請書 
 

東京高等検察庁 御中 

  

７月２８日、東京高等裁判所第６刑事部は、長野・特養あずみの里「業務上過失

致死」事件（平成３１年（う）第７９１号）の控訴審において、一審有罪判決を破

棄し、山口けさえさんに無罪判決を言い渡しました。 

東京高裁判決は、亡くなった利用者Ａさんの隣で全介護が必要な方の介護をして

いた山口さんに、「女性の死亡を予見できる可能性は相当に低」く、「間食の形態を

確認せず本件ドーナツを提供したことが刑法上の注意義務に反するとは言えない」

として、一審判決の誤りを厳しく指摘しました。 

この高裁無罪判決には、介護関係者から「高齢者の尊厳と人間性を尊重した介護

の未来に道を開くもの」として歓迎の声が寄せられています。また、多くの新聞の

社説やマスコミ報道は、今回の無罪判決を高く評価しています。 

そもそも本件は、介護施設で起きた利用者の突発的な異変について充分な医学的

検討も行わず、刑事事件として起訴した、前代未聞の事件です。Ａさんの死因は、

窒息死でなく脳梗塞であることは弁護団が提出した専門医の意見書で明らかです。 

警察は、亡くなったＡさんの死因について医学的な検討をすることもなく、当日

の職員の動きや利用者の状況などについての検証も不十分なまま、見込み捜査で立

件したものです。そして、警察の杜撰な捜査をチェックすべき検察も安易に起訴し

ました。検察は、本件での捜査、公判活動こそ反省すべきです。 

私たちは、貴庁が無罪判決を真摯に受け止めて、いたずらに上告することなく、

判決を確定させることを望みます。また、東京高裁判決が、弁護団の死因について

の詳細な主張立証を尽くす努力を認めつつも、山口さんが起訴されてから既に５年

以上が経過しており、山口さんの行為と被害者の死との間の因果関係等の検討に時

間を費やすのは相当でないとした配慮を十分に理解し、潔く判決に従うことを強く

求めます。 

２０２０年  月   日 
 

団体名 

                  

 

 
 
                       印 
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8 月 4 日・中央社保協介護政策チーム事務局会議 

 

○ 日時：2020 年 8 月 4 日(火) 13 時 30 分～15 時 30 分 

○ 会場：Zoom 会議室 

○ 出席：林、日下部、米沢、是枝 

 

1. これまでの議論の到達点(前回介護障害者部会の報告より) 
「介護の提言」案の今後の進め方について 

 提言の構成について 

 「1.20 年目に入って介護保険制度」～「6.介護保険制度 20 年をふりかえって」の部分

を圧縮し、「7.これからの日本の介護を展望する「提言」」部分を「本文」とし、1～6 に

ついては解説資料とする。その方向で検討する。 

 コロナ禍を受けての補強が必要となる。 
 提言内容について 

現制度改善を基本とししつつ、「全額公費方式」の問題提起も行うにあたってもう少し

そのイメージも付記したものとする。その方向で検討する。 
 今後の進め方 

   8 月 4 日(火)介護政策事務局チーム会議を開催…問題意識を出し合い検討する 

   8 月 5 日(水)介護・障害者部会 

 

2. 提言案の議論 

① 「1.20 年目に入って介護保険制度」～「6.介護保険制度 20 年をふりかえって」の部分を圧縮

についての文書提案 

 

 

② 7 章の提言内容の検討 

 

 

 

③ 加盟団体である日本共産党よりの提案(梅津さんより) 

「全額公費負担」について 

 わが国の社会保障制度は、公費と保険制度の組み合わせで実施されている。これの改善

を求める一致点で行動する・・このことに社保協内で違いはない。社保協やこれまでの

各団体の運動も、介護保険制度のそのどちらに対しても公費を増やせ、保険料の減免、

保険はずし反対などと運動してきた。 
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 社会保障改悪とのたたかい、改善の運動を、公費か保険かの議論にかえてはいけないの

ではないか。「公費でないとだめだ」（介護保険の廃止）、そのことが議論の焦点、となる

といまの現実のたたかいの中での一致点にはならないので―特に広い団体との間で―中

央社保協のまとめ、主張として出していくのはまずい。 

 「全額公費にすべきという議論があります」と、学者の声やとくに公費に関係する団体

などの声を紹介するのはＯＫ、事実の問題。でも社保協が全体の方針や論点であるとい

うのはだめではないか。 

  ※日本共産党（梅津さん）問題とする一文 

   「その際、医療保険と同様、現在の社会保険方式を維持し、進化させていくことを追求す 

るのか、それとも現在の介護保険制度は廃止し、全額公費方式の制度として再構築するこ 

とをめざすのかは、介護保険制度の現状と経過をふまえた「今日的な」論点となるだろ 

う」 

 

 ʷ全額公費が唐突に出てきます。 

「再設定」までで、保険給付の制限をなくし、利用料を廃止し、国庫負担を増やし（消費税でな

く！）介護従事者の待遇改善、施設整備もしっかり進める、これに向かうことで、当面の中心課題

は尽きているのではないか。 

（これ自身、粘り強く勝ち取っていく課題であり、希望ある方向です。だいぶ政治も変わってる

はずです。さらにその先に、高齢者が尊厳をもって豊かに生きていける社会や社会保障制度、国

のあり方がどのようであるべきかは、こういう達成の後にその社会の人々が考えることではない

か。） 

 

３、今後の進め方 
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介護簿「提言案」短縮バージョン（案） 

 

中央社保協 介護提言素案 

20200804 版 

 

介護心中・介護殺人、介護離職、認知症での家庭崩壊など介護問題が社会的問題となる中で、介護

保険は「介護の社会化」を謳い文句に 2000 年 4 月導入されました。法案の論議から問題点を指摘する

声もありましたが、介護をめぐる厳しい状況から期待する声もありました。 

しかし、その国民の期待に応えるものとなっていないのではないかと考えます。その根本的な問題

として、給付と保険料が直接連動する仕組みとなったため給付の伸びをできるだけ抑制する、保険料

は確実に徴収するという財政上の規律が根強く作用する制度となっている、など制度の問題があげら

れると考えています。このことが国民の願いに応えていない制度に進んでいく根幹にあるとともに、

政府・厚労省の狙いでもあったと言えるのではないでしょうか。 

新型コロナウイルス感染の拡大の中、・・・・・・・・・・・・・・・・。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

私たちは、この「提言(案)」を提起し、20 年を迎えた介護保険制度の問題点を解明するとともに、

その改革の方向性、そして限界が指摘されている介護保険制度に代わるべき本来あるべき日本の介護

の方向性を示し、国民全体の議論と改革の運動を提起していきます。 

 

1. 20 年目を迎えた介護保険制度～国民の期待と看過できない現状 

2000 年 4 月にスタートした介護保険は、20 年を迎えました。人にたとえると、生まれた子供が成人

式を迎えるほどの年月が経過したことになります。 

先述したように介護保険は、介護を社会で支えるという「介護の社会化」の期待を背負って始まり

ました。開始当初は、「サービスが自由に選択できる」「契約によって権利関係が明確になる」「多様な

事業所が競い合って質の向上が図れる」などのメリットが喧伝され、事業所数や施設数も急増し、利

用者数も増加をし、介護保険が社会の中で定着してきたように見受けられます。 

定着したものの一方では「介護の社会化」と呼ぶには程遠い実態も浮き彫りになってきています。

確かに総体としての介護サービス量は増えましたが、利用者やその家族にとっては必要なサービスが

受けられない状況が広がっています。家族の介護負担は依然として大きく、介護離職はいまだに年間

約 10 万人で推移しいている、介護殺人や介護心中という事件も後を絶ちません。 

さらに対象となる高齢者の増加と需要の増加に対して介護職員の確保は追いつかず、人手不足は

年々深刻化しています。要因は、全産業平均よりも 9 万円も低い介護従事者の賃金にあり、介護報酬

の低水準が背景にあります。 

 

2. 介護保険の実相 
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介護保険をめぐって、現実にどのようなことが起こっているのでしょうか。利用者・家族、介護サ

ービス提供事業者、介護従事者の視点から見てみましょう。 

① 利用者・家族にとって 

まずは、介護サービスの利用料負担は大きく、年金など「懐具合」でサービス利用を考えざるを

得ず「サービスを減らす」「利用そのものを中止する」事態もあります。また、給付額の上限があ

るため必要とするサービスが十分提供されなかったり、「要介護認定」が実態とは異なり軽度に判

定され利用に制限がかかったりします。特別養護老人ホームへの入所も「原則要介護 3 以上」と

され保険料を払っていても入所ができないのです。介護保険料はますます値上がりし当初の●倍

となり未納者は●●万人となっています。 

② 介護事業者にとって 

介護事業所の職員不足は慢性化、深刻さを増し、加えて低く据え置かれた介護報酬の下で事業経

営の困難が続いています。マイナス改定が続いていますが特に 2015 年改定の影響は大きく、倒

産、廃業に至る事業所がそれ以降急増しています。また、人手不足の中、多くの事業所で募集を

しても集まらず、新規の利用者の受け入れに困難が生じ 1 割強の特養ホームでは入所制限をする

など、介護事業の縮小・休止が起こっています。そして、職員不足が労働環境の悪化につながり

離職が加速、そのことが経営悪化へ直結しさらなる職員不足となる「負の連鎖」から抜け出せな

い状況が広がりつつあります。 

③ 介護従事者(労働者)にとって 

介護事業では、介護支援専門員(ケアマネージャ)や介護福祉士などが介護職員として従事していま

すが、「総合事業」での生活援助などを中心に「ボランティア」に移行していく制度が導入され

「介護の専門性」を否定する方向となっています。しかし、実際の介護現場では、利用者のおか

れている実態と生活要求から出発し、利用者の生活と権利を守るための介護サービスの提供のた

めの努力が日々行われており、高い専門性を持って介護従事者は取り組んでいます。にもかかわ

らず、平均賃金は全産業平均より 8 万円(9 万円？)も低く、必要とする生計費を確保することがで

きず、結婚や出産を機に退職する職員も後を絶たない実態が続いています。介護施設の人員配置

基準は極めて不十分で、しかも法定基準を下回る施設も多くみられます。政府は、介護の人手不

足の解決策として、介護ロボットや IT 化を導入し「生産性の向上」を企図していますが、利用

者・要介護者の「個別性」や「ニーズ」を重視することはますます失われていく危険性がありま

す。 

 

3. 介護保険の制度的問題点(構造的問題点と施行後の経過) 

利用者のとっては、サービス利用を妨げる制度そのものの「構造的欠陥」(問題点)があります。 

① 第 1 の問題点は、利用者にとっては、サービスの利用に至る手続きも、申請から訪問調査、要介

護度の判定、ケアマネジャーや事業者との契約といった何段階もの“ハードル”をクリアしなければ

ならず、医療保険とは全く違う仕組みとなっていることです。 
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② 第 2 の問題点は、介護サービス給付の抑制がされる一方で保険料・利用料などの負担増が継続し

て実施されている点です。具体的には、受益者負担増が徹底されていることがあります。制度開

始当初は 1 割負担だった利用料は、収入額によって 2 割負担、3 割負担が導入され、また低所得者

お利用料負担を低減する「補足給付」も適用要件が厳しくなってきています。さらに給付の側面

では、全体的な抑制と共に「重点化・効率化」の名による中重度への給付シフト、軽度者へのサ

ービスや生活を支える生活援助などのサービスの縮小・切り捨てが進められてきました。2015 年

からは「総合事業」が全市町村で義務化され要支援 1，2 の訪問介護、通所介護(デイサービス)

が、ボランティアへの移行などを含む体制削減が進み、予防給付費の大幅削減が図られました。

加えて、事業所に支払われる介護報酬は低く固定化され、同時に「加算」による軽度から重度へ

の利用者シフトが強められました。 

③ 第 3 の問題点は、「自立」理念が書き換えられたことです。必要な介護サービスを利用してその人

らしく生活していくという考え方から、「自立＝サービスがいらない状態」とされました。「自立

支援」とは「介護保険からの卒業」を意味し、軽度給付の縮小・切り捨てが加速しました。 

④ 第 4 の問題点は、介護職による医療提供が法律上容認され、現在は「たんの吸引」「経管栄養」の

2 つに限定はされているものの在宅や施設での医療行為実施者の拡大が狙われています。 

⑤ 第 5 の問題点は、財政的インセンティブの導入が 2018 年度から導入され、「自立支援」などに成

果を挙げた自治体に「成績」に応じて交付金を傾斜配分する「保険者機能強化交付金制度」「介護

保険保険者努力支援交付金」が始まっています。給付抑制に自治体を駆り立て、競わせる仕組み

あり、保険者機能自体を大きく歪めるものです。 

 

4. なぜ、こうした問題点が生まれ、増幅してきたのか(医療・福祉との一体改革へ―地域共生社会構

想への接続) 

① 第 1 には、介護保険制度が、地域包括ケアシステムの確立の受け皿、医療改革・地域医療構想(病

床削減)の受け皿として位置づけられてきたことにあります。「入院から在宅へ」「医療から介護

へ」「介護から市場・ボランティアへ」と患者・利用者を「川上から川下」へ押し流し、「自助・

互助」を優先させるという「基本理念」が背景にあったことがあげられます。 

② 第 2 には、介護保険制度が、地域包括ケアの「深化・推進」のため、福祉との一体改革も目的と

し地域共生社会の実現のためも位置付けられてきたこともあります。2017 年社会福祉法改正で創

設された「地域共生社会」では、高齢者と障害者に一体的にサービスを提供する方向を明確に

し、将来的に両者の施策を「統合」させる布石ともなると考えられます。 

③ 第 3 には、「地域共生社会」は住民ひとりひとり、地域の諸団体が地域の生活課題を「我が事」と

捉え主体となって問題解決にあたることが法的に定義されました。それの伴い高齢者、障害者、

子ども・子育て世代、生活困窮者なども対象にした「全世代型」の地域包括ケアの方向性が位置

付けられました。 

誰も否定しがたい「共生」を掲げ、必ずしも政府の思惑通り進んでいない「地域包括ケア」の底上

げと公的給付・地域福祉の「互助化」「効率化」をはかることに本質的な狙いがあるのです。 
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5. このままでは「持続“不”可能」な制度に 

 政府は「制度の持続可能性の確保」を掲げてきましたが、現状の介護保険制度は「給付」「担い手」

「財政」の 3 つの側面で危機的事態に直面していて、このままでは「持続“不”可能」な事態に行きつ

くことになりかねないと考えられます。 

① 第 1 に、必要な「給付」が保障されない「保険あって介護なし」の事態の広がりと、そのもとで

制度への信頼が低下している問題です。保険方式のメリットとして喧伝されてきた「サービスの

自由な選択」は、経済的事情が許す範囲の選択に過ぎず、保険料を支払っていても利用が制限さ

れる事態になっています。「国家的詐欺」との批判もあります。 

② 第 2 に、打開の方向性が見いだせない深刻な担い手不足の問題があります。2025 年には 33 万人

に及ぶ介護職員の不足が見込まれていて、介護福祉士養成校では定員割れが続いています。根本

問題として介護職員の低賃金問題があります。 

③ 第 3 に、保険財政の破綻を招きかねない事態が招来しつつあることです。第 7 期介護保険事業計

画(2018 年～20 年)の基準額平均が月額 5869 円となり、1 万円近い市町村もあります。「介護給付

費の増大に見合った介護保険料を確保できない」事態が早晩到来し、そもそも保険制度として維

持できなくなる恐れもあります。 

 こうした事態にもかかわらず政府は、ケアプランの有料化、要介護 1，2 の生活援助等の地域支援事

業への移行、老健施設などでの多床室での居住費の徴収、補足給付の資産要件の見直しなどの改悪に

着手しようとしています。 

さらに 2019 年 9 月には「全世代型社会保障検討会議」を新たに立ち上げ、大幅に増大する社会保障

費の削減のために抜本的な「給付と負担の見直し」の方向を定めるとしており、介護保険では、利用

料の原則 2 割負担化などの大改悪が盛り込まれる危険性があります。 

これらの制度改悪は、前述した介護保険をめぐる危機的事態にさらに拍車をかけるものとなるでし

ょう。誰のため、何のための｢持続可能性」なのか、介護保険を医療・福祉制度改革の手段にしてよい

のか、改めて正面から問うていく必要があると考えます。ケアプランの有料化など当面計画されてい

る制度見直しの即刻中止ともに、「介護保険 20 年」の全面的な検証、「介護の社会化」の真の実現に向

けた抜本的制度改革が求められている。 

 

6. 介護保険制度 20 年を振りかえって 

 

要約は結構難しい！ 
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7. これからの日本の介護を展望する「提言」づくりに向けて 論点の整理 

（１） 政府が示す次期制度見直しの方向－さらなる改悪の検討中止を求める 

2019 年 2 月、厚労省・介護保険部会が介護保険の次期見直しの論議を 4 月からスタートさせた。検討事項と

して挙げているのは、①介護予防・健康づくりの推進、②保険者機能の強化、③地域保険としての地域包括ケ

アシステムの推進（地域のつながり機能・マネジメント機能の強化）、④認知症「共生」「予防」の推進、⑤持続可

能な制度の再構築、介護現場の革新－の 5 点であり、「改革工程表」や 2040 年に向けて厚労省が打ち出した

社会保障制度改革に対応させた内容となっている。 

参院選終了後からは、「給付と負担の見直し」（＝「持続可能な制度の再構築」）の本格的な検討が開始され、

8 月 29 日の介護保険部会において以下 8 点の「今後の検討事項」が提示された。各項目に対する厚労省事務

方からの提案は今後の部会で行われる。（   ）内は参考資料などで現在までに示されている内容である。  

以下、審議の状況に応じて修正・補足 

 

・ 被保険者・受給者範囲（被保険者を 30 歳以上に引き下げ） 

 ・ 補足給付に関する給付の在り方（資産要件の拡大＝固定資産税の申告に基づき不動産を勘案） 

 ・ 多床室の室料負担（老健、介護療養、介護医療院多床室での居住費徴収＝基本報酬の減額） 

 ・ ケアマネジメントに関する給付の在り方（ケアプランの有料化＝定額制もしくは定率制） 

 ・ 軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方（要介護１、２の生活援助等を地域支援事業に移行。

「等」に該当するデイサービスが例示されている） 

 ・ 高額介護サービス費（前回「改正」に続き、負担上限額の度引き上げ、高額療養費制度に合わせる） 

 ・ 現役並み所得、一定以上所得の判断基準（利用料 2 割、3 割の対象拡大＝原則 2 割化への布石） 

 ・ 現金給付（新たな保険給付として制度化、家族介護の評価、ねらいは人手不足対策？） 

 

このうち大きな論点とされているのが「ケアプランの有料化」である。仮に実施されれば、ケアプランの料金を

払えないためにすでに利用しているサービスを減らさざるを得ない、もしくはそもそも最初から介護保険の利用

から排除されてしまう深刻な事態が広く生じること予測される（介護保険版“水際作戦”）。 

その他にも、財政インセンティブの拡大策として、保険者機能強化推進交付金に「調整交付金」を活用するこ

とが検討課題として盛り込まれた。自治体を給付抑制競争にいっそう駆り立て、保険者機能を根本から歪める危

険性がある。 

政府は、12 月中旬までに介護保険部会の「意見」をとりまとめるとしている。その後、厚労省が「改正」要綱を

作成し、閣議決定を経て来年 1 月から開会される 2020 年度通常国会に「改正」法案を提出するスケジュールが

想定されている。（併せて「地域共生社会」の検討会が中間とりまとめを行い、「丸ごと」相談体制の確立など社

会福祉法「改正」案の国会上程を予定。前回「改正」と同様、一括法案となる可能性大）。 

さらに、政府は 9 月に「全世代型社会保障検討会議」を新たに立ち上げ、抜本的な「給付と負担の見直し」に

着手した。団塊の世代が後期高齢期に入り、介護・医療需要が急増する 2022 年～24 年に照準をあて、社会保

障費のこれまで以上の大幅な抑制をねらう。利用料負担の原則 2 割化や要介護２以下のサービスの地域支援

事業への移行、生活援助や福祉用具の保険はずしなど、財務省（財政制度等審議会）がこれまで提案してきた

大規模な改悪案が相当程度取り込まれることが予測される。さらに会議の構成員として、政府の成長戦略を牽

引する「未来投資会議」や自治体機能の新たな再編方針をとりまとめた審議会のメンバーが入っており、介護・

社会保障の「産業化」「互助化」を推進する布陣となっている点も見逃せない。 

政府の政策の本質をとらえ、介護・社会保障制度の改善を求める声と共同を地域、介護現場から大きく広げ、
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さらなる制度改悪を断固阻止しなければならない。 

 

（２） 現行介護保険の抜本改革構想－制度の「再設計」を求める 

前述したように、現在の介護保険がこのまま推移すれば、「給付」「担い手」「財政」（サービス・ヒト・カネ）という

3 つの側面から制度自身が破綻に至る公算が高い。それを回避しようとすると、現在の政府の政策の枠組みで

はさらなる給付の削減を付け焼き刃のように繰り返すしか手段はなく、そうなれば「制度あって介護なし」というい

っそう深刻な状態に一路突き進むことになるのは間違いない。 

日本は世界に類をみない高齢社会に突入した。政府の推計でも今後介護需要がいっそう増大していくことが

見込まれている。介護を必要とするすべての人に、適切な介護が保障されるよう、現行介護保険の抜本的な改

善＝制度の「再設計」は急務となっている。 

 「再設計」とは、現行の保険方式のもとで、憲法 25 条に裏打ちされた「必要充足」保障を貫く制度に接近・転

換させることを意味する。一人暮らしでも、家族が同居していても、認知症になっても、経済的な事情がきびしく

ても、介護で困った時に本当に役に立つ保険制度（真っ当な社会保険）に変えるということである。 

制度の「構造的欠陥」を是正・改善する「再設計」を進め、「制度の持続可能性」を確保するために、以下の

「給付と負担」「提供体制」「財政対応」の見直しが必要となる。当然それらは制度の根幹に関わる部分の大幅な

見直しを伴う。これらを実現するためには、すでに自治体関係団体が要望しているように、保険財政における国

庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者の介護保険料負担分の圧縮）が必須となる。介護職員等の処遇改善は、

介護保険から切り離して一般財源を充当することが適当と考える。 

 

※ 以下の内容は、福祉国家研究会編『老後不安社会からの転換』から抜粋しました。今後、各団体との協議

で練り上げ、具体化する必要があると考えます。 

＜給付と負担のあり方の見直し＞ 

 ・ 過度な「保険原理」の是正 

  －区分支給限度額、要介護認定制度の廃止、公的責任による新たなマネジメントシステムの確立 

  －拠出原則の是正、介護保険料の定率化、年金天引きの廃止、未納者・滞納者に対する制裁措置   の

撤廃、法定減免制度の創設 

 ・ 保険者の介護保障責任に基づく現物給付方式への転換 

 ・ 給付体系の再編 

  －医療系サービスの医療保険への移行、マネジメント機能・生活支援・予防事業などの一般財源化 

 ・ 応能負担への転換 

   －利用料の廃止、少なくても低所得層（市町村民税非課税者）の利用料を廃止 

 ・ 事後規制の是正 

  －介護給付費の削減を目的にした「適正化」事業の廃止 

・ 保険者機能強化推進交付金（財政インセンティブ政策）の廃止 

 

＜提供体制のあり方の見直し＞ 

 ・ 介護報酬（基本報酬）の底上げ、サービス利用の対価ではなく、人件費などの必要経費の補償する  方式

への転換 

 ・ 介護基盤整備への国・自治体の財政支援の強化、地域の実情に応じた自治体直営事業の実施 

 ・ 緊急、抜本的な介護職員の処遇改善・労働環境の改善、専門的裁量権の発揮 
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 ・ 提供主体の非営利性の担保 

 

＜財政対応のあり方の見直し＞ 

 ・ 公費負担（財政調整交付金部分を除く国庫負担）割合の引き上げ 

・ 別枠での恒常的公費投入－介護従事者の処遇改善、介護保険料の軽減、マネジメント・福祉・予防  事業

などの一般財源化、基盤整備に対する財政的支援の強化 

  

なお、これらの内容は抜本的な改革案であり、当然一足跳びに到達しうるものではない。例えば、「利用料に

ついて、2 割・3 割負担を元の 1 割負担に戻す」など「当面の要求」と関連づけて整理すべき課題もある。また、

区分支給限度額の撤廃、利用料の廃止にまで至らなくても、区分支給限度額の大幅な引き上げ（もしくは最重

度である要介護５の限度額の撤廃）や、所得に応じた利用料の免除・減額が実施されれば、低所得、重介護で

あっても介護保険を利用しながら在宅での生活を継続できる条件が広がる。「再設計」とは、こうした段階的・部

分的な改革を積み重ねながら、利用を制限する仕組みを徐々に改善・解消し、必要時に必要な介護が保障さ

れる制度につくり変えていく一連の過程である。 

  

（３） 高齢者介護保障のあり方に対する国民的な議論を 

前節（２）では、利用者・家族、介護現場の現状の困難を解決するために、また介護保険の制度的な危機を打

開するために、「必要充足」原則を土台にすえた介護保険制度の「再設計」の課題を示した。  

しかし、高齢者介護の充実をめざす取り組みはこれにとどまらない。憲法 25 条・13 条を土台にすえ、軽度で

あれ、重度あれ、また在宅であれ、施設であれ、ひとりひとりが自分に最もふさわしい療養、介護の場を自由に

選択（決定）することを可能とし、住み慣れた地域で自ら望む生活を継続することを真に支える高齢者介護保障

制度の確立が求められる。その際、医療保険と同様、現在の社会保険方式を維持し、進化させていくことを追求

するのか、それとも現在の介護保険制度は廃止し、全額公費方式の制度として再構築することめざすのかは、

介護保険の現状と経過をふまえた「今日的な」論点となるだろう。 

特に後者においては、第 1 に、なぜ介護保険を「廃止」しなければならないのか、第 2 に、「廃止」した後どの

ような制度を具体的に構想するのかという 2 つの論点を掘り下げ、多くの高齢者・国民が希望をもって合意でき

るビジョンをつくりあげなくてはならない。いずれにせよ、どのような方向をめざすにしても、利用者、事業所、介

護従事者、地域の現状から出発し（実態論）、財源をふくめてその打開にふさわしい構想を示し（政策論）、それ

を実現させる道筋（運動論）を明らかにすることが必要である。 

政府の介護制度改革は広範にわたり、スピードも速い。利用者と家族は翻弄され、介護現場は日々目の前の

対応に追われ、全体として閉塞感が広がっている現実がある。しかし、そのような状況におかれているからこそ、

繰り出される個々の改悪案に抵抗することと併せ、介護保険の根本的な矛盾や本来求められる高齢者介護の

制度的保障のあり方、改革の方向について、多くの人たちと議論し共有し合うことが改めて大切になっているの

ではないか。 

「介護保険 20 年」というひとつの節目の時期でもある。現行介護保険の改善・「再設計」を通して給付実績を

積み重ねながら、あるべき高齢者介護保障制度の確立に向けて、国民的な議論を進めていくことが求められて

いる。 

 

8. さいごに    
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介護提言／検討ポイント（第７章）－原文（提言案）の項目に青字部分を追加              

                              ２０２０・８・４  全日本民医連 林 

 

○ “「介護の社会化」をめざす”“介護保険の「原点」に立ち返る” 

   ⇒ 「介護の社会化」「原点」とはどのようなものであったか 

  ※岡崎：「社会化」には複数のルートがある（2019・11・10） 

   「共同化」としての社会化―人々の助け合い、支え合いで引き受ける 

   「公共化」としての社会化―公共的専門的な受け皿・体制で引き受ける 

   「商品化」としての社会化―市場でのサービス商品と個人のお金との交換により引き受ける 

 

○ 改革の基本原則 

 ・ 社会サービス制度が備えるべき「必要充足」の原則 

   その実現のための制度として、「現物給付」（応能負担）の実施、「非営利原則」の担保 

 

◎ 新たな局面＝「新しい生活様式」への対応、「アフターコロナ」を展望した制度のあり方 

 ・ 社会的距離と介護 ← 効率化・合理化、利用者置き去り･･･ 

 

 

（１） 政府が示す次期制度見直しの方向－さらなる改悪の検討中止を求める 

 

○ ｢介護保険制度に関する意見」（2019 年 12 月）以降の介護制度改革をめぐる情勢の新たな動き 

 ・ 全世代型社会保障検討会議「中間報告」「第 2 次中間報告」、「骨太方針」＋「成長戦略実行計画」 

  ・ 芝田 赤旗記事 

 

（２） 現行介護保険の抜本改革構想－制度の「再設計」を求める 

 

 ＊ 現行の社会保険方式の枠内での改革（「まっとうな社会保険」へ） 

 ＊ 現行介護保険の制度設計 

  ・ 現物給付でなく、利用者との直接契約によるサービス費の補償（現金給付）＋代理受領システム 

  ・ 営利企業もふくめた多様な供給主体の参入を容認 

 ＊ 「モデル」としての医療保険  ～めざすべき方向＝「国民皆保険体制」の維持と強化 

  ・ 現物給付方式（ただし不完全･･･応益負担、提供体制問題）                

    ・ 配当禁止（非営利） → 営利企業の参入排除                 

 

＜給付と負担のあり方の見直し＞ 

○ 過度な「保険原理」の是正   → 「保険原理」＝収支相当原則（負担なくして給付なし） 

 ・ 区分支給限度額、要介護認定制度の廃止、公的責任による新たなマネジメントシステムの確立 

  ・ 過度な拠出原則の是正、介護保険料の「定率化」、年金天引きの廃止、未納者・滞納者に対する制 

 裁措置の撤廃、法定減免制度の創設（国保 44 条相当) 

 

○ 保険者の介護保障責任に基づく現物給付への転換 

○ 保険者の介護保障責任を法律上明記、サービス費補償方式＋代理受領の廃止 

 

○ 給付体系の再編 
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 ・ 医療系サービスの医療保険への移行、マネジメント機能・生活支援・予防事業などの一般財源化 

 

○ 応能負担への転換 

  ・ 利用料の廃止、少なくても低所得層（市町村民税非課税者）の利用料を廃止 

 ・ （当面＝1 割負担に戻す）  

 

○ 事後規制の是正 

 ・ 介護給付費の削減を目的にした「適正化」事業の廃止 

 

○ 保険者機能強化推進交付金（財政インセンティブ政策）の廃止 

 

＜提供体制のあり方の見直し＞ 

○ 介護報酬（基本報酬）の底上げ、サービス利用の対価ではなく、人件費などの必要経費の補償する 

方式への転換 

 

○ 介護基盤整備への国・自治体の財政支援の強化、地域の実情に応じた自治体直営事業の実施 

 

○ 緊急・抜本的な介護職員の処遇改善・労働環境の改善、専門的裁量権発揮のための環境整備 

 ・ 全額公費負担による、全介護従事者の給与の全産業平均水準までの引き上げ 

 

○ 提供主体の非営利性の担保 

 ・ 事業指定のあり方の見直し、指定更新制の見直し、一般社団法人への転換、新たな法人格の創設 

 

＜財政のあり方の見直し＞ 

 ※「保険料と給付とジレンマ」の解消 

○ 公費負担（財政調整交付金部分を除く国庫負担）割合の引き上げ 

 ・ 厚労省の抵抗（言い分） → “50:50 の比率を変えると保険制度としての質が変わってしまう” 

 

○ 「給付単位」と「財政単位」の分離 ～横山案／構想研 

  ・ 給付、制度の運用は市町村単位で、財政は全国一本で（ドイツ「疾病金庫」のようなイメージ） 

   

○ 別枠での恒常的公費投入－介護従事者の処遇改善、介護保険料の軽減、マネジメント・福祉・予防 

事業などの一般財源化、基盤整備に対する財政的支援の強化 

 

○（付随して） 老人福祉制度の拡充－介護保険で対応できない部分（保険料拠出を前提）のカバー 

 

 

（３） 高齢者介護保障制度のあり方に対する国民的な議論を 

  ★ 新たな高齢者介護保障制度（＝全額公費負担制度）への転換 

 

・  高齢者介護の充実をめざす取り組みは、介護保険の「再設計」にとどまらない 

・ 憲法 25 条・13 条を土台にすえ、軽度であれ、重度あれ、また在宅であれ、施設であれ、ひとりひとり

が自分に最もふさわしい療養、介護の場を自由に選択（決定）することを可能とし、住み慣れた地域で自

ら望む生活を継続することを真に支える高齢者介護保障制度の確立が求められる。 

・ その際、 
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 ［1］ 医療保険と同様、現在の社会保険方式を維持し、進化させていくことを追求するのか、 

  ［2］ 現在の介護保険制度は廃止し、全額公費方式の制度として再構築することをめざすのか 

は、介護保険の現状と経過をふまえた「今日的な」論点となる。 

・ ［2］について 2 つの論点 

 ① なぜ介護保険を「廃止」しなければならないのか 

  ② 「廃止」した後どのような制度を具体的に構想するのか 

・ どのような方向をめざすにしても、出発点としての「実態論」と、その打開のための「政策論」、実現に向

けた「運動論」が必要 

 

○ なぜ、介護保険を「廃止」しなければならないのか 

 ・ 「保険原理」と設計との乖離 

  ・ わざわざ高リスクの対象者を集めて保険制度を編成（⇔「大数の法則」） 

      ⇒ 高齢者＝要介護、低所得（保険料の基準額＝住民税非課税） 

    ・ さらに、制度の当事者である高齢者、制度を支える現役世代（中間層）の経済状態がきわめて悪  

  化（年金、税制、雇用） → 財政維持の困難 → 給付削減・負担増 

 

 ・ 「保険事故」を事前に想定し、それに合わせた給付 

  ・ 給付内容の「定型化」「標準化」と、生活の個別性・総合性・継続性との乖離 

 

○ 廃止した後、どのような制度を構想するか 

 ・ 「必要充足原則」の貫徹～現物給付（応能負担）、非営利原則 

 

 ・ 財源源方式＝全額公費負担方式 

 

○ 介護保険「廃止」論は広く国民に受けとめられるか 

 ・ 「廃止」ではなく、介護保険制度の改善を積み重ねる中で、その積極面と限界を明らかにしつつ、財 

 源方式もふくめたよりよい制度に切り替えていく 

  ・ 旧優生保護法下での強制不妊手術問題 

      1996 年：旧優生保護法の「廃止」ではなく、母体保護法への「改正」（優生条項などの削除等） 
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2020 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」実施要綱案(Ver3) 

 

1. 実施概要 

① 日程：2020 年 11 月 11 日(水)10 時～18 時 

   各県社保協の実施日・時間帯については、要相談 

② 主催：中央社保協、東京社保協、認知症の人と家族の会 

③ 目標：参加県社保協 30 県、相談件数 300 件 

   (2019 年は、24 県 252 件の相談) 

④ 場所：東京労働会館 並びに 各県社保協の指定場所 

    フリーダイヤル番号 0120-110-458 

⑤ 電話相談の意義 
 今年は、コロナ禍の中で通所介護系を中心に打撃が大きく、困難を抱える利用

者・家族が増加するものと考えられる。改めて、全県社保協が相談窓口設置の

検討・協議をお願いします。 
 コロナ禍の状況も踏まえ、相談先を待っている多くの方の期待に応え寄り添い、

その当事者の皆さんの思いや願い、要求を実現する取り組みにつなげていく。 
 より多くの事例を元に、介護改善運動につなげていく。特に、各県・市町村と

の懇談や自治体キャラバン等で要望を提出し、要求実現・問題解決につなげる。 
 社保協の運動を広げ、存在意義を広げる 

⑥ 電話相談実施の援助(中央社保協) 

 電話相談を実施するための準備や実施方法、体制などを示し、初めて参加の社

保協を援助する。 
 相談対応については、2019 年相談内容などを参考にする 

   ※各県社保協の判断で、相談内容については広げる検討は行うものとします 

 
2. 相談先(電話相談番号)を広く知らせるために 

 
○ 社保協並びに加盟・友好・協力団体内での徹底した広報活動を重視しましょう 

① 民医連、医療福祉連、保険医協会などの診療所や病院でのチラシの掲示・配布、宣

伝の協力依頼を強める。 

※告知の「版下」、チラシを元に 
 民医連、医療福祉連、保団連へのお願い内容 

 病院、診療所、介護事業所などでの患者、利用者への宣伝強化 
 友の会、各医療生協などのニュース、発行雑誌等での宣伝 

 当面、チラシはメールや HP からダウンロードをお願いする 

 
② 各団体・労働組合の新聞やニュース、出版物などに掲載依頼を強める 

 告知の「版下」、チラシの作成・配布 
 介護・認知症に関連する定型記事の配信 
 各団体・労働組合発行の新聞・雑誌などへの掲載の依頼(要請) 

 各県・地域での発行物への掲載の依頼(要請) 
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③ 各県社保協であらゆるつながりを活かした宣伝等の具体化 

 
○ マスコミ対応を重視しましょう 

④ 2019 年度の活動経験を活かし、マスコミへの情報提供と取材・報道依頼を強める 
 記者会見などを通じたマスコミへの情報提供 

 「まとめ」を活用した 2019 年の状況、民医連事業所などでの実態、全労連・

医労連などがつかんでいる介護労働者の実態などを知らせつつ、できれば介護

保険をめぐる情勢などのレクチャーも交えて。 

 
○ SNS を活用した発信、広報を強化しましょう 

⑤ これまでのホームページ掲載に加え、Twitter、facebook などを活用した発信、広

報を積極的に取り組みます。 

 
3. テンポ 

 9 月    中央社保協総会での意思統一 

 9 月～10 月 各県社保協での準備 

 
以上 
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                                2020 年 7 月 14 日 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 
       代表理事 鈴木森夫 様 
                  

 2020 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」 

開催へご協力のお願い 
 

中央社会保障推進協議会 事務局長 山口一秀 

        〒110-0013 

東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館 5 階 

                        ℡03-5808-5344、 fax03-5808-5345  

k25@shahokyo.jp 

 

前略 

2019 年「介護・認知症なんでも無料電話相談」でのご協力ありがとうございました。昨年は 25

都道府県がフリーダイヤルに接続、開催し、250 件を超える相談を受けました。多くの地域で「認

知症の人と家族の会」から相談員のご協力をいただきありがとうございました。昨年に続き「介護・

認知症なんでも電話相談」を 2019 年 11 月 11 日(水)に例年通り開催いたします。 

要支援１・２認定者の総合事業への移行がすすめられ、今後「要介護 1.2」への拡大が政府内で

は取りざたされるとともに、低所得者への捕捉給付の基準の改定などさらに介護保険の改悪が狙わ

れています。さらに利用者負担増なども政府・厚労省では計画されています。 

特に、今年は 2 月以降の新型コロナウイルス感染の拡大を受けて、介護サービス利用を自粛や縮

小をせざるを得ない事態となり、介護事業所も感染予防の観点から利用者受け入れにも影響が出て

います。そうした中で、例年以上に多くの相談があるのではないかと思います。 

一層、電話相談の窓口となる県を増やしより多くの相談を受けつつ、相談事例から地域の実態を

明らかにし、問題解決の力にしていきたいと考えています。 

つきましては、「認知症の人と家族の会」の皆さまに以下についてお力をお借りしたくお願いす

る次第です。ご検討をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１、「介護・認知症なんでも無料電話相談」の共同開催(2020 年 11 月 11 日) 

２、当日の相談員のご協力 

３、相談会開催にあたって「相談員研修会」への講師などのご協力 

 

 

以上 
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お気軽にお電話下さい！ 

 新型コロナウイルス感染の拡大で、介護サービス
を利用できない、家族介護の負担が増えて大変に
なったなど様々な悩みがありませんか。 

また、高齢化がすすむなか、お金の心配なく安心
して介護サービスを受けたいが 
どうすればよいか悩んでいませんか？ 
一人で悩まず、介護の専門家や 
「認知症の人と家族の会」の相談員 
がお電話をお待ちしています。 
全国共通のお電話番号は・・・ 
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１ 
 

２０２０年（第１８回）介護全国学習交流集会第２回実行委員会報告書 

 
・ ２０２０年７月１０日（金）午前１０時～１１時、全労連会館３階・全労連会議室 

《出席》 

中央社保協・是枝事務局次長、全日本民医連・林事務局次長、山川さん、高梨さん 

日本医労連・寺田執行委員、全労連・岩橋副議長、大西常任幹事、栗原事務局員 

生協労連・真壁書記長（Zoom で参加） 

 

Ⅰ 前回第 1回実行委員会以降のとりくみの報告 

１ 前回第 1回実行委員会：６月１１日（木）開催（詳細は同会議報告書参照） 

 

２ 記念講演の講師の手配について 

① 第１候補だった結城康博淑徳大学教授は、１０月の土日はＡＯ／推薦入試の時期で、

結城先生は面接試験管ということで無理とのことでした。 

 

② 第２候補の井口克郎（イノクチ・カツロウ）神戸大学教授は、 

・ 「たぶん大丈夫ではないかということでしたが、コロナで大学の仕事や行事、授業等

のスケジュールが大幅に乱れ、定まっていないところがあるので、ちょっと確認の時

間をいただきたい」とのことでした。 

・ そこで、「今回は会場参加の三密をさけるため、参加人数を絞って、オンラインでの傍

聴も可能な形式での開催を考えています。したがって、当日会場に来てご講演願えれ

ば幸いですが、先生の研究室からズームを使ったオンラインでのご講演も考えられま

すし、また当日大学のお仕事や行事、授業などが入った場合は、事前の録画を行うこ

とも検討したいと思います（この場合質問に答えることはできませんが…）。というこ

とで、とりあえず引き受けていただき（誠に勝手ではございますが、その方がチラシ

とか事前の案内をするのに都合がよいので…）、ご講演の形式は先生のご都合が決まっ

てからということではいかがでしょうか…。」とメールし、 

・ 「そういうことであれば、承知いたしました。また方法については状況を見てご相談

させてください。詳しいことが決まりましたらお教えください」という返事のメール

をいただきました。 

 

Ⅱ ２０２０年（第１８回）全国学習交流集会開催要項（案） 

１ 開催日時・場所について 

・ １０月２５日（日）午後１時３０分～午後４時０５分、全労連会館２階ホールで参加

者を絞って開催する（現時点での全労連会館２階ホールの定員は、教室形式で６４人、

ロ型で２４人、二重ロ型で３６人）。 
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２ 
 

・ 会場への参加可能人数６４人については、実行委員会加盟各団体に割り当てることと

し、一般参加は募集しない。一般の方には、オンラインによる傍聴を案内する。 

 

２ 内容について 

① テーマ：「コロナ禍での“介護崩壊”を許さない！～介護保険を抜本的に改正して高齢

者が安心して介護を受けれるように～」 

② 内容： 

ⅰ 現場からの告発と訴え：コロナ禍での介護の実態を、利用者・事業者・労働者の立場

から告発 

ⅱ 専門家・研究者の提言：コロナ禍での“介護崩壊”の進行をどうストップしていくの

か！～介護保険制度を抜本的に見直して、安全・安心の介護保障を実現していくため

に～ 

  講師の案： 

・ 井口克郎神戸大学准教授（人間発達環境学）：昨年の中央社保協の中央社保学校の介護

保険分科会「介護保険の現状と対抗軸―介護保障に向けて―」の講師。 

ⅲ 会場からの発言、オンラインでの発言 

ⅳ 行動提起・集会宣言の採択など 

 

３ 事務局団体：中央社保協、全日本民医連、全労連の３団体 

 

４ タイムテーブル・任務分担（案） 

・ １１：００ 事務局・実行委員集合；打ち合わせ、会場設営・オンライン傍聴準備 

      一段落次第、昼食弁当 

 

・ １２：３０ 開場・受付開始（受付：２人） 

 

・ １３：３０ 司会開会あいさつ（  ）（１分） 

・ １３：３２ 主催者あいさつ（  ）（５分） 

 

・ １３：４０ 記念講演「コロナ禍での“介護崩壊”の進行をどうストップしていくのか！  

～介護保険制度を抜本的に見直して、安全・安心の介護保障を実現してい  

くために～」 

・講師：井口克郎神戸大学教授 

・講演：６０分、質疑応答：１５分 

 

・ １４：５５ 休憩（１５分） 

 

・ １５：１０ 報告「現場からの告発と訴え」（利用者、事業者、労働者の立場から） 

①．利用者:（認知症の人と家族の会は当日別途研究集会を開催） 

②．事業者： 
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３ 
 

③．労働者：日本医労連                                  （各７分） 

 

・ １５：３５ 参加者・傍聴者からの発言：３分×５人程度（事前にお願いしておく） 

 

・ １５：５０ 感想・まとめの発言（井口先生）（５分） 

 

・ １５：５５ 集会宣言案の提案と採択：（起案）  、（提案）   （３分） 

 

・ １６：００ 行動提起を兼ねた閉会あいさつ（実行委員会）（５分） 

 

・ １６：０５ 閉会 

 

Ⅲ 今後の準備など 

１ 実行委員会への参加や集会への賛同の呼びかけ；認知症の人と家族の会、２１世紀・

老人福祉の向上をめざす施設連絡会、守ろう！介護保険制度・市民の会、暮らしネッ

ト・えん、年金者組合、日本高齢期運動連絡会、医療福祉生協連など 

 

２ 財政：前年実績を基本に 

 

３ 宣伝・周知：チラシの作成（やりますチラシと見てくださいチラシを作成する）。ポス

ターは活用の問題も含め引き続き検討 

 

４ 参加者と傍聴の組織 

 

Ⅳ 新型コロナウイルス感染症拡大による“介護崩壊”を許さないたたかい、

次期介護報酬改定に向けたとりくみについて 

１ 情勢：（省略） 

２ 具体的とりくみについて：（省略） 

 

《 次回第３回実行委員会の開催 》 

〇 とき：８月２５日（火）午前１０時～ 

〇 ところ：全労連会館３階・全労連会議室 

〇 ぎだい：①２０２０年（第１８回）介護全国学習交流集会の成功をめざすとりくみ 

      ②集会の当日運営・任務分担など、③その他 

 

（以上） 
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2020 年 7 月吉日 

〇〇〇〇〇〇 御中 

 

2020 年（第 18 回）全国介護学習交流実行委員会 

実行委員会事務局：中央社保協、全日本民医連、全労連 

連絡先：〒113-8462 東京都文京区湯島 2-4-4 全労連会館４Ｆ 

Tel 03-5842-5611、Fax 03-5842-5620、E-Mail kuri@zenroren.gr.jp 

 

「2020 年全国介護学習交流集会」の開催のご案内及びご協力のお願い 

 

 拝啓 連日の奮闘ごくろうさまです。 

 さて、わたしどもは、2000 年の介護保険制度の施行後ほぼ毎年、介護制度の改善をめざ

して、「全国介護学習交流集会」を開催してまいりました。そして、今年、第 18 回となる

「全国介護学習交流集会」を下記のとおり開催します。 

つきましては、ここに同集会のご案内をさせていただきますとともに、実行委員会への

加入、賛同、当日の参加組織などご検討いただければ幸いです。ご回答は、大変お手数を

おかけして申し訳ありませんが、別紙にご記入の上ご返送いただければと存じます。 

                     

記 

2020 年（第 18 回）全国介護学習交流集会開催要項 

１ 集会名称：2020 年（第 18 回）全国介護学習交流集会 

２ 開催日時・場所：10 月 25 日（日）13：30～16：05 平和と労働センター・全労連会館 

※ コロナ感染症拡大防止のため、会場の定員が 64 人となっています。参加人数は各

団体の希望を聞きながら調整します）。一般参加はオンラインとします。 

３ テーマ：「コロナ禍での“介護崩壊”を許さない！～介護保険を抜本的に改正して高齢

者が安心して介護を受けられるように～」 

４ 内 容 

ⅰ 記念講演：「コロナ禍での“介護崩壊”の進行をどうストップしていくのか！～介

護保険制度を抜本的に見直して、安全・安心の介護保障を実現していくために～」

(仮題) 井口克郎神戸大学教授 （講演 60 分、質疑 15 分） 

ⅱ 現場からの告発と訴え：コロナ禍での介護の実態を、利用者・事業者・労働者の 

立場から告発 

ⅲ 参加者・傍聴者からの発言（会場、オンライン） 

ⅳ 行動提起・集会宣言の採択など 

５ 主催：2020 年（第 18 回）全国介護学習交流集会実行委員会（参加団体、ホームヘルパ

ー全国連絡会、中央社会保障推進協議会、全日本民主医療機関連合会、全労連

介護・ヘルパーネット、日本医労連、福祉保育労、自治労連、生協労連、東京地

評）（7月 17 日現在） 

６ 参加費；無料 

（以上） 
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「２０２０年全国介護学習交流集会」への協力に関する回答書 

 

１ 「２０２０年全国介護学習交流集会」の趣旨に賛同する（ ） 

                 →チラシ・HP に掲載 （可 不可） 

２ 「２０２０年全国介護学習交流集会」を構成員に案内する（ ） 

３ 「２０２０年全国介護学習交流集会」に参加する（ ） （ ）人くらい。 

４ その他協力できること（協力できる内容をご記入ください）； 

※当てはまるものに○をしてください 

 

貴団体・組織名 

 

 

代表者様氏名 

 

 

ご担当者様氏名 

 

お電話番号 

ご住所 

メッセージをお寄せいただければ幸いです（集会で紹介します）。 

 

（以上） 

 大変お手数ですが、ご回答は、下記までお送りいただければ幸いです。 

〒113-8462 東京都文京区湯島 2-4-4 全労連会館４Ｆ 全労連気付（担当：岩橋、栗原） 

Tel 03-5842-5611、Fax 03-5842-5620、E-Mail kuri@zenroren.gr.jp
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